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１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及びその成果 

当事業年度における世界経済は、長期化する地政学的リスクが供給網に影響を及ぼ

す中、米国ではトランプ政権による「米国第一主義」に基づく関税引き上げや移民規制

の強化が、サプライチェーンの再編を促す要因となりました。政策金利の引き下げによ

り住宅投資や設備投資が活発化した一方で、関税政策による輸入コストの上昇が物価

を下支えする形となり、景気は力強さを保ちつつも、インフレの再燃を警戒する局面が

続きました。 

中国では、深刻な不動産不況と消費者の慎重な姿勢が続き、内需不足が課題となりま

した。政府は追加の金融緩和やインフラ投資など強力な景気対策を講じたものの、家計

の貯蓄志向や将来不安を背景に消費の本格回復には至らず、製造業の輸出依存が強ま

る中で景気は一進一退の動きに留まりました。 

日本では、高い賃上げ水準が継続し雇用環境は安定したものの、歴史的な円安の定着

やエネルギー価格の高止まりにより、食料品をはじめとする生活必需品の物価上昇が

家計を圧迫し個人消費は力強さを欠く展開となりました。 

企業全体では、堅調な企業収益を背景に、サプライチェーンの強靭化やカーボンニュ

ートラルの実現に向けた設備投資に引き続き意欲的な姿勢が見られました。また、物流

業界においては深刻化する労働力不足に対応するため、省力化投資や DX 推進が加速し

ました。 

こうした経済情勢のもと、横浜港の令和 7 年の取扱貨物量は、外内貿合計で 1億 346

万トン（前年比 2.2％増）となりました。このうち、主要貨物の一つである自動車関連

貨物は 2,288 万トン（前年比 7.1％増）で増加となりました。 

また、コンテナ貨物の令和 7 年の取扱個数は外内貿合計で 318 万 TEU（前年比 3.5％

増）と 3 年連続で 300 万 TEU を超え、5 年連続で前年を上回り、直近 10 年間で最多と

なりました。 

当社は、自動車や在来貨物を取り扱う自動車・多目的・ライナーターミナルの管理運

営等を行いました。本牧 A 突堤内ロジスティクス拠点では福利厚生施設（コンビニ型店

舗）を建設・開業し就業環境の向上を図りました。また、横浜港のターミナル再編計画

を踏まえたターミナルの機能強化・転換等についても取組を進めました。 

令和 4 年度より開始した当社ターミナル等への実質再エネ電力の供給を継続し、令

和 5 年度より本格化した SDGs の取組では、中期経営計画に SDGs の観点を織り込み、

日々の業務への浸透やステークホルダーとの連携強化を図りました。 

 



 以上の結果、当事業年度の営業収益は 12,034 百万円、営業費用及び一般管理費は

10,659 百万円、営業利益は 1,375 百万円、経常利益は 1,450 百万円となり、当期純利

益は 3,749 百万円となりました。 

各事業別の業績は以下のとおりです。 

 

① 外貿埠頭事業 

大黒 C‐1～4 号ターミナルでは、横浜港の自動車貨物を扱う主力拠点として効率的

なターミナル運営を図りました。また、大黒 L‐1～8 号ターミナルについては、一般在

来貨物を取り扱う当社所有のターミナルとして、引き続き管理運営を行いました。 

本牧・南本牧等のコンテナターミナル内の当社所有施設については、横浜川崎国際港

湾株式会社との貸付契約を更新し、令和 7 年 4 月 1 日から 10 年間の契約を開始しまし

た。本牧 D-5 号ターミナルの再整備工事に伴い、隣接する本牧 D-4 号ターミナルの一

部施設の業務廃止及び財産処分手続きを行い、同社との貸付契約を変更しました。 

シャーシ整理場では、施設の維持修繕等を実施するとともに適切な管理運営に努め

ました。 

本牧 A 突堤では、横浜市が推進するロジスティクス拠点形成に向け、進出事業者との

調整を引き続き進めました。計画する全 10 社のうち 9 社の物流施設が稼働しており、

残る１社も令和 8 年 6 月に竣工予定と順調に進捗しています。また、ロジスティクス

拠点で働く方々の利便性及び就労環境向上のため、福利厚生施設を整備し、一般社団法

人横浜港湾福利厚生協会による店舗運営を令和 8 年 2 月に開始しました。 

多目的ターミナルとして供用している本牧 A-5 号ターミナルは、取扱貨物量が増加

し、背後固定ヤードも全て事業者に貸し付けており、事業は堅調に推移しています。 

以上の結果、当事業の営業収益は 5,798 百万円となり、営業費用及び一般管理費は

4,437 百万円、営業利益は 1,361 百万円、経常利益は 1,425 百万円となり、当期純利益

は 3,725 百万円となりました。 

 

②  物流等関連施設管理運営事業 

物流等関連施設管理運営事業では、当社は引き続き、横浜市港湾物流施設の第 4 期指

定管理者（令和 4～8 年度）として、物流関連施設の使用許可等に関する業務、施設及

び設備の維持管理に関する業務、施設運営に関する業務等を着実に実施しました。 

併せて、上記指定管理業務に関連する受託業務として、公共岸壁への配船調整業務や

「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS 条約)に対応した警備業務、施設

使用料の徴収及び京浜三港に入港するコンテナ船の入港料徴収業務等を実施するとと

もに、港湾事業関係者のための通勤車両駐車場の管理運営を行いました。 

また、公共港湾施設の運営は、米国の関税政策やメーカー戦略の変化など外部環境の

不確実性が高い 1 年となり、特に大黒ふ頭では、自動車貨物の滞留に起因する用地調整

など、様々な課題への対応が求められました。さらに、関係団体の要望を受け、放置車

両・台切りシャーシ対策や除草作業の拡充など、ふ頭内の環境改善にも取り組みました。 

 



これらの業務を実施した結果、当事業の営業収益は 1,227 百万円、営業費用及び一般

管理費は 1,204 百万円となり、24 百万円の経常利益となりました。 

 

③  環境整備基金事業 

環境整備基金事業では、横浜市からの環境整備基金の運用益を基に、横浜港の海域環

境を保全していく取組として、港内の海底ゴミの収集及び処分を実施し、周辺海域の水

生生物育成事業として、ヒラメやカサゴなどの稚魚約 7 万尾を横浜港内で放流する事

業を実施しました。また、広報普及活動の一環として市内の小学生を対象にした稚魚放

流イベントを横浜ベイサイドマリーナにおいて開催し、併せて環境保全活動に関する

募金活動を実施しました。 

環境整備基金の営業外収益（運用益）は 9 百万円となり、これらの事業を実施した結

果、事業経費は 9 百万円となりました。 

 

④  建設発生土受入事業 

建設発生土受入事業では、主に横浜市内の公共工事から発生する建設発生土につい

て陸上搬入土砂 118 万㎥、海上搬入土砂 1 万㎥及びしゅんせつ土 1 万㎥、合計 120 万

㎥の土砂の受入を計画し、南本牧ふ頭及び新本牧ふ頭の埋立てに 119 万㎥、広域利用土

砂として広島港などへ 1 万㎥を搬出する計画としていました。 

実績としては、陸上搬入土砂 119 万㎥及び海上搬入土砂 4.4 万㎥、しゅんせつ土 1.5

万㎥、合計124.9万㎥の土砂を受け入れて、南本牧ふ頭及び新本牧ふ頭の埋立てに130.3

万㎥、広域利用土砂として 0.1 万㎥を搬出しました。 

この結果、当事業の営業収益は 5,008 百万円となり、一方、営業費用及び一般管理費

で 5,008 百万円となりました。 

 

  営業収益 経常損益 

① 外貿埠頭事業   5,798 百万円 1,425 百万円 

② 物流等関連施設管理運営事業 1,227 百万円 24 百万円 

③ 環境整備基金事業 - 百万円 - 百万円 

④ 建設発生土受入事業 5,008 百万円 - 百万円 

合  計 12,034 百万円 1,450 百万円 

 

（２）対処すべき課題 

中期経営計画（2021- 2025 年度）の期間が満了しました。この 5 年の間には、新型

コロナウイルス感染症の拡大による国際貿易活動の制限や、サプライチェーン再編の

他、地政学的リスク及び気候変動リスク等による不確実性が一層高まりました。これら

の影響を受けて、港湾物流を取り巻く事業環境も大きく変化しましたが、横浜港の機能

を停止させることなく事業を進めることが出来ました。 

令和 8 年度からは、次の 5 か年を対象とした新たな中期経営計画（2026- 2030 年度）

をスタートさせます。グリーンポートの実現や DX の推進、労働環境の改善など、ステ



ークホルダーの方々と連携・協力し、着実に対応していきます。 

国際競争力の強化を図るため、横浜港の主要貨物である自動車の輸出入増加へ対応

する自動車保管能力の強化及び取扱機能の効率化に資する施策を大黒ふ頭で引き続き

実施します。 

本牧 A 突堤内のロジスティクス拠点形成に関しては、令和 8 年度までに整備が一段

落する見込みとなっていますが、今後も横浜市と連携して同拠点の利用者の利便性や

就労環境の向上を図ります。 

本牧 D-4・5 号コンテナターミナル再整備事業については、引き続き国や横浜市、横

浜川崎国際港湾株式会社と協力し、早期完成に向けて取り組みます。 

管理面では、当社所有施設並びに公共港湾施設の老朽化が課題となっています。解決

には大規模改修等の対応が必要となる場合があるため、施設利用者や横浜市と協力連

携し、適切な維持管理に取り組みます。 

環境面では、当社の GHG 排出量削減の取組を継続するとともに、当社が管理運営する

ターミナルなどからの GHG 排出量削減に向けて、電化や代替燃料化が進むようステー

クホルダーと協力して取り組む必要があります。また、再生可能エネルギーや代替燃料

の安定的な確保、GHG 排出量削減の取組により生まれた環境価値を荷主へ還元する仕組

みづくりや、既存建物の改修による環境認証の取得に取り組みます。 

また、近年の風水害の激甚化や落雷の多発、海面上昇など、気候変動への対策は依然

として重要な課題です。これまでも横浜市と連携し、排水機能の強化や避雷装置の設置

などを進めてきましたが、短期的な取組に加えて、将来的な海面上昇による被害を最小

限に抑えるための対策など、中長期的な視点での取組も進めていきます。 

 

  



（３）設備投資の状況及び資金調達の状況 

当事業年度の主な投資は、下表のとおりです。 

投資にかかる資金調達については、すべて自主財源を充当しています。 

 

 

（４）財産及び損益の状況の推移  

区分 単位 
令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

（R５．４．１～ 

R６．３．３１） 

（R６．４．１～ 

R７．３．３１） 

（R7．４．１～ 

R8．３．３１） 

 営業利益 百万円 1,501 1,253 1,375 

 経常利益 百万円 1,502 1,284 1,450 

 当期純利益 百万円 1,999 693 3,749 

 １株当たり当期純利益 円 3,697 1,282 6,934 

 総資産 百万円 51,316 48,883 54,874 

 純資産 百万円 32,437 33,130 36,880 

 

（５）主要な事業所  

    本社      横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル４階 

    南部管理事務所 横浜市中区本牧ふ頭１番地１ 

    山下事務所   横浜市中区山下町２７９番地１ 

    北部管理事務所 横浜市鶴見区大黒ふ頭１番地 

 

（６）主要な事業内容  

   ・外貿埠頭の建設、貸付及び管理等に関する事業 

   ・横浜港物流等関連施設の指定管理及びこれに密接に関連する業務に関する事業 

   ・海域環境の保全及び水生生物の維持培養に関する事業 

   ・埋立処分地への建設発生土及びその他の土砂等の受入及び処理に関する事業 

 

 

事業区分 埠頭名 主な内容 実施額 

特定外貿埠頭の管理

運営に関する法律に

基づく事業 

該当なし 

当社単独 

大黒ふ頭 建物附属トイレ 2 百万円 

本牧ふ頭 
厚生施設新設 

Ａ突堤内通路整備、防舷材 
248 百万円 

南本牧ふ頭 ‐ - 百万円 

合計 250 百万円 



（７）従業員の状況  

従業員数 前期末比増減（△） 平均年齢 

82 人 1 人 46.66 才 

注 従業員数には、臨時雇用者数は含まれていません。 

 

（８）主な借入先  

借入先 借入残高 

横浜市 7,262 百万円 

国土交通省 48 百万円 

金融機関 45 百万円 

合計 7,356 百万円 

 

（９）重要な親会社及び子会社の状況  

① 親会社の状況 

該当事項はありません。 

② 子会社の状況 

   該当事項はありません。 

 

２．株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数 2,000,000 株 

（２）発行済株式総数   540,711 株 

（３）株主の状況 

 

株主名 持株数 

 横浜市 540,400 株 

 横浜港運協会 191 株 

 株式会社横浜銀行 100 株 

 横浜商工会議所 19 株 

 株式会社三井住友銀行 1 株 

合 計 540,711 株 

 

（４）事業年度中に会社役員（会社役員であった者を含む）に対して職務執行の対価とし

て交付された株式に関する事項 

該当事項はありません。 

（５）その他株式に関する重要な事項  

    特記すべき事項はありません。 

 

  



３．新株予約権等に関する事項  

  該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役                令和 8年 3 月 31 日現在 

役 職 氏 名 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 植松 久尚  

常務取締役 曽我 幸治  

取締役 新保 康裕 横浜市港湾局長 

取締役 藤木 幸太 
横浜港運協会 会長 

（藤木企業株式会社 代表取締役会長） 

＊取締役 安部 規雄 株式会社商船三井 常務執行役員 

＊取締役 峯  茂樹 

一般社団法人日本港運協会 常任理事 

（株式会社日新 代表取締役副社長執行役

員） 

監査役 竹内 紀充 横浜市港湾局 港湾物流部長 

＊監査役 杉原 光昭 弁護士 

注 1 取締役 2 名（＊）は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役です。 

監査役 1 名（＊）は、会社法第 2条 16 号に定める社外監査役です。 

注 2 令和 7 年 3 月 26 日開催の令和 6 年度臨時株主総会において、曽我幸治、安部規雄

の 2 氏が取締役に選任され、令和 7 年 4 月 1 日付で就任しました。常務取締役の髙

木勇一及び取締役の桜田治は、令和 7 年 3 月 31 日付で辞任しました。 

注 3 令和 7年 4 月 1 日付書面決議において、曽我幸治が常務取締役に選任され、同日付

で就任しました。 

注 4 当社は、取締役新保康裕、藤木幸太、安部規雄、峯茂樹の 4氏及び監査役竹内紀充、

杉原光昭の 2 氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなか

ったときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額をその責任の限度とす

る旨の契約を締結しています。 

注 5 当社は取締役及び監査役の全員を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第 1項に規

定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。 

当該保険契約では、被保険者が、会社の役員等の地位に基づく職務遂行に関して第

三者または会社に損害を生じさせたとして第三者または株主から訴訟を提起された

場合に、当該訴訟及び和解等に要する費用並びに損害賠償額（当社の取締役及び監査

役が責任を負うとされた場合。）について、1 億円を限度額として補償を受けること



ができます。ただし、当社の取締役及び監査役が違法に私的な利益や便宜の供与を得

たことによる損害賠償請求など、一定の免責事項に該当する損害賠償請求は補償の

対象外です。 

注 6 当社では取締役及び監査役の報酬について、平成 24 年 6 月 29 日開催の株主総会に

おける決議により、取締役報酬総額を年額 60,000,000 円と定め、平成 25 年 6 月 28

日開催の株主総会における決議により、監査役報酬等の総額を年額 2,000,000 円と

定めています。 

なお、当該定めに係る対象者の人数は取締役 6 名、監査役 2 名です。 

 

（２）社外取締役及び社外監査役に関する事項 

区分 氏 名 主な活動内容 

取締役 安部 規雄 
当期開催の取締役会、5回のうち 4回に出席し、必要な発言

を適宜行っています。 

取締役 峯  茂樹 
当期開催の取締役会、5回のうち 4回に出席し、必要な発言

を適宜行っています。 

監査役 杉原 光昭 
当期開催の取締役会、5回に出席し、必要な発言を適宜行っ

ています。 

（３）取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支給人員 支給額 摘 要 

役 員 6 人 21,240 千円 
株主総会承認限度額 

取締役 60,000 千円、監査役 2,000 千円 

注  期末現在の人員は取締役 6 名、監査役 2 名ですが、支給人員と相違しているのは次

の理由によります。 

    イ 取締役 1名については、無報酬であること。 

       ロ 監査役 1名については、無報酬であること。 

 

５．会計監査人の状況  

（１）名称   EY 新日本有限責任監査法人 

（２）報酬等の額 9,350 千円(税込) 

会計監査人に対して公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務に対する対価は

ありません。 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

    特記すべき事項はありません。 

 

 

 

 



６．業務の適正を確保するための体制等 

 平成 23 年 12 月 20 日に開催した横浜港埠頭株式会社第 2回取締役会において決議した内

部統制システム構築の基本方針に基づき、業務の適正を確保するための以下の体制等を整

備しています。令和 7 年度については、5 月 20 日、9 月 2 日、3 月 25 日の計 3 回コンプラ

イアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する事案の発生状況や社員研修の取組等

を確認しました。なお、当社において、特に問題となる事案は発生していません。 

（１）取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 会社の取締役及び社員が、法令を遵守し、倫理観を持って行動できるよう、周知徹底

を図っています。特に役員は、高い倫理観と道徳観に基づき、厳格に法令等を遵守し、

企業活動のあらゆる場面において社員の模範となって行動しています。 

② 上記行動規範の徹底を図るため、担当役員を定め、役員及び社員への徹底を図り、未

然に法令定款違反を防止しています。 

③ 取締役は、重大な法令違反その他法令遵守に関する重要な事実を発見したときは、直

ちに取締役会及び監査役に報告し、適切な処置をとっています。 

④ 法令遵守上、疑義ある行為について、社員が社内通報窓口を通じ、監査役に通報でき

る制度を整備しています。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役の職務執行に係る情報については、関係法令や社内規程に基づき適切に保存・

管理し、常時閲覧可能な状態にするとともに、社外への漏洩防止のために必要な措置を

講じています。 

② 会社が保管する情報は、適正な請求があれば個人情報等の場合を除き原則開示する体

制を整備しています。 

③ 情報資産の適切な取り扱いに関し措置すべき体制を整備しています。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 会社を取り巻くリスクを識別し、そのリスクの把握とその管理を行うために規程に沿

った管理体制を構築しています。 

② 不測の災害が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする災害対策本部を設置

し、損害の発生を最小限にとどめる危機管理体制を整えています。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、組織、業務分担、職務権限等を

明らかにする体制を整備しています。 

（５）監査役の職務を補助すべき社員に関する体制と当該社員の取締役からの独立性に関

する事項 

① 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合には、代表取締役社長は、

監査役を補助すべき社員として、監査役補助者を任命します。 

② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役補助者は、その命令に関して取締役

の指揮命令を受けないものとし、取締役からの独立性を確保し、上記補助者の任命、異

動、評価及び懲戒処分については、監査役の承認を得ます。 

 



（６）取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体

制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役が、職務の執行にあたり必要となる事項について、取締役及び社員に対し、随

時その報告を求めることができる体制を整えています。

② 監査役は、代表取締役社長及び取締役並びに会計監査人と必要に応じて意見交換を行

う体制を整えています。
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